
先行事例の前文

墨
田
区

　墨田区は、その名の由来でもある隅田川堤等、古くから人々に親しまれた自然があり、江戸時
代には、格好の行楽地として親しまれるとともに、庶民文芸の舞台にもなりました。近代に至り、
関東大震災、戦災といった度重なる災害を受けましたが、先人たちのたゆみない努力により、今
日の墨田区が築かれました。
　地方分権・自治の時代を迎えた今日、私たちには、まちづくりの主人公として、愛着のある住み
よいまちをつくり、次の世代を担う子供たちの夢や意見を大切にした魅力あるまちづくりをしていく
責務があります。
　また、墨田区には、長い歴史に培われた文化の息づく「粋」の気風があり、このような歴史及び
文化を踏まえつつ、常に新しい文化を吸収し、人々の心意気を大切にする「粋」なまちづくりを、
区民が自ら推進していく必要があります。
　そこで、私たちは、「自分たちのまちの未来は、自分たちの手で夢を描き、自分たちの手でつく
る。」ことを目標に、まちづくりに関する区民、事業者及び区の役割、まちづくりに関する手続等を
定めることにより、墨田区のまちづくりを総合的に推進するため、ここに「墨田区まちづくり条例」
を制定します。

杉
並
区

　地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるものであり、地域のことは、住民自
らが責任を持って決めていくことが、自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の信
託にこたえ、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ細かな区政を行う責
務がある。そうした責務を果たし、杉並区が真に自立した地方自治体となっていくためには、地方
政府としての枠組みと、住民の行政への参画及び行政と住民との協働の仕組みを自ら定めるこ
とが求められている。
　武蔵野の面影を残すみどりと水辺、歴史の中で形作られた道や街並み、そして、そこに住み、
暮らす区民の活発な住民活動と住民自治への先進的な取組などは、杉並区の誇るべき財産で
ある。
　私たち区民は、このような「杉並らしさ」を大切にしながら、杉並らしい自治を築いていくことを宣
言する。そして、区民主権に基づく住民自治の更なる進展のために、最大限の努力を払い、区民
一人ひとりの人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する「自治のまち」を創つくって
いくことを目指し、ここにこの条例を制定する。

旭
川
市

　２１世紀に入り，自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え，これまで以上
に，市民と市が相互の信頼関係を醸成し，それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し，相互に
補完し，協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
　私たち旭川市民は，これまでもまちづくりに参加し，特色のあるまちを築いてきました。今後更
に市との情報の共有化を図るとともに，相互の補完，協力関係を進展させることによって協働の
精神を培い，個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成し，それぞれが誇りを持って生活し，互い
に喜びを分かち合えるような新しい旭川のまちを創造していかなければなりません。
　私たち旭川市民は，自ら主体的に発言し，提案し，行動することが，まちづくりを推進するに当
たっての強力な原動力になるものと自覚します。
　ここに，市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに，将来に向
かって更に市民参加を充実させ，一層推進するため，この条例を制定します。

仙
台
市

　わたしたちのまち仙台には、市民の力で守り育んできた美しい緑や街と人々のふれあいとが、
かけがえのない共有の資産として脈々と受け継がれている。魅力ある街並みと景観を創りあげて
きた力、清流広瀬川をよみがえらせた力、スパイクタイヤを全廃に導き市民の健康を守り続けて
きた力、そして、コミュニティを育んできた力、これらの市民の力が今日の仙台を創り、全国に「杜
の都仙台」の名を広く知らしめてきた。
　このような先人たちのたゆみない努力によって培われた市民の自発的で公益的な活動は、今も
なお、この仙台の至るところで、そして、あらゆる分野で多彩に繰り広げられている。
　社会情勢のさまざまな変化に伴い、物質的な豊かさから心の豊かさへと人々の意識は推移し、
新たな課題に対応する社会システムの構築が急がれている。わたしたち仙台市民は、二十一世
紀の仙台の都市づくりは、市民と事業者と行政とが適切な役割のもとでパートナーシップを構築
し、市民の主体的な参画のもとに、協働を基調として行わなければならないと考える。
　このような認識のもと、市民公益活動の自主性を尊重しながら、その活動を積極的に支えるとと
もに、その環境の整備を推進し、もって、市民が互いに支えあう「二十一世紀都市仙台」を構築す
るため、本条例を制定するものである。
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先行事例の前文

草
加
市

　私たち草加市民は、このまちと人を愛し、デモクラシーの精神にのっとり、このまちが「市民の市
民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等と公正を保障する
「だれもが幸せなまち」をつくります。
　市民、市議会、市が市民自治を原則として、それぞれが主体的に次代をも見据えたまちづくりを
行うため、ここに草加市みんなでまちづくり自治基本条例を制定します。

入
間
市

　私たちのふるさと入間は、まちを愛する多くの人たちによって刻まれた歴史とはぐくまれた文化
を受け継ぎながら、今日を迎えています。
　社会が大きく変化し、市民主役のまちづくりが問われている今、私たちは、このふるさと入間の
歴史と文化を大切にしつつ、自分たちのまちは自分たちでつくるという積極的な姿勢で、これから
のまちづくりを推進しなければなりません。
　この気持ちを、私たちは21世紀を迎えた年に元気な入間都市宣言として発信しました。これは
市民自らがまちづくりに積極的に参加することで、「生き生きいるま　人・まち・自然」を合言葉に、
人を育て、まちを生き生きさせ、自然を守りぬくことを市民と市長が互いに宣言したものです。
　ここに、私たちは、都市宣言の理念をもとに、市民と市が協働して、「元気な入間」という新しい
価値を創造していくために、元気な入間まちづくり基本条例を制定します。

和
光
市

　私たち市民は、和光市がより住みやすいまちになることを望んでいます。市民生活をより豊か
で快適なものとしていくためには、より多くの市民が市政にかかわり、市政を更に発展させていく
ことが必要です。
　市民は、地方自治の主役であり、市政に参加する権利があります。市民も責任と自覚を持って
積極的に市政に参加して、市民の持つ知識・経験・創造性を反映させていくことが大切です。そ
のためには、市政についての情報や活動内容を市民がいつでも簡単に知ることができ、市民が
どのように市政に参加できるかを決めておくことが必要です。また、市民と市の機関と市の議会
がお互いの立場を理解し、尊重し、協力することも欠かせません。
　これからのより住みやすいまちを目指して、市民が市政に参加するための基本的な取決めをま
とめた「和光市市民参加条例」をここにつくります。

久
喜
市

　久喜市は、関東平野のほぼ中央に位置し、平坦で豊かな自然に恵まれた地域として、提灯祭
等多彩な伝統と文化を育み、今日に受け継いでいる。
　私たちは、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、市民憲章の制定、人間尊重・平
和都市宣言等を通じ、様々な取組を行い、よりよい久喜市をつくるための努力を積み重ねてき
た。
　しかし、21世紀を迎え、久喜市を取り巻く社会環境は大きく変貌しつつある。これまでの中央集
権型の行政から地方分権型の行政への移行に伴い、地方自治の再構築が要請されており、ま
た、少子高齢化の進行、高度情報化の進展、社会の成熟化による住民意識の多様化等は、住
民生活に直結する福祉、教育、環境等の様々な行政課題の見直しや改革を迫るものとなってい
る。
　このような認識の下に、市は、市民の信託にこたえるため、市民に開かれた市政運営を行い、
私たち市民は、自らが市政に参画し、市と協働して、共に地域社会を築き上げていかなければな
らない。
　市民と市は、新しい公共の原則に基づき、共に力を合わせて公共の領域を担い、そして個人の
人格を互いに尊重し、認め合いながら平和で暮らしやすい地域社会をつくり、次世代に受け渡し
ていくことを誓う。
　ここに、久喜市の市政運営の基本原則とその仕組みを明らかにし、久喜市政の全般にわたる
指針として、この条例を制定する。
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先行事例の前文

富
士
見
市

　私たちのまち富士見市は、人間尊重と恒久平和を願い、市民の福祉の向上を基本として、日常
生活を安全に、快適に送ることができ、市民だれもが富士見市に住んでよかったと心から実感で
きるまちづくりを目指してきました。今日、地方分権が進展する中で、地方自治の本旨に基づき、
私たちのまちのことは、私たちの知恵と力を出し合いながら意思決定をしていくという自立した自
治体を創ることが求められています。そのために、市は、市民の豊かな創造性や社会経験がまち
づくりに十分に活かされるよう多様な市民参加を進め、市民と市が、お互いの信頼関係のもとで
それぞれの役割と責任を担いながら、まちづくりのパートナーとして、共通の課題をともに考え、
行動することが重要です。
　こうした認識に立ち、市民自治をより大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権による明日
の富士見市を切り拓く、活力あるまちづくりを進めるために、ここに富士見市自治基本条例を制
定します。

小
金
井
市

　市政の主役は、市民です。市政をどのように運営するかによって、小金井市で生活する市民の
暮らしは大きく左右されます。
　また、市政に市民がどのようにかかわるかによって、市政運営のあり方は大きく変わってきま
す。したがって、市民の望むところを市政に積極的にいかしていくことは当然です。
　しかし、市民の価値観や要求が多様で、その個性化が著しい今日において、市民の意見や要
求を的確かつ迅速に市政に反映させるためには、種々の手段が必要です。そして、その手段は、
市民に十分理解されるだけでなく、市民が利用しやすいものでなければなりません。
　小金井市では、誰にとっても暮らしやすいまちであることを願い、市民の市政への参加と協働に
ついての手段を制度として具体化し、市民の望む市政が保障できるよう、ここに小金井市市民参
加条例を定めます。

狛
江
市

　狛江のまちに「新しい風」を！　そのような思いをこめて，私たちはこの条例を定めます。
　「新しい風」は，市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップから生まれます。そのためには，
まちの主体である市民が自らの責任と役割を自覚して市の行う活動に積極的に参加するととも
に，市民公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場でまちの発展のために取
り組むことが求められます。そしてそのことは，行政のありかたそのものを，より市民に開かれた
ものに変えていくことでしょう。
　狛江市においても，既にそのための様々な試みが始められています。しかしさらに系統的で継
続性のある施策の展開のためには，誰にもわかりやすい形で一定のルールを定めておくことが
必要になります。この条例はそのための第一歩として，市が行政上の制度として取り決めておく
べき事項を定めたものです。
　今後，より多くの市民や市民公益活動を行う団体がこの条例を積極的に使いこなす中で，ここ
に定めた事項がより豊かな実りを生み出すことを念願しています。

清
瀬
市

　清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬川、その流域の水田と台地上の畑等に象徴される純農村地
域として長い開拓の歴史を歩み、その後、清らかな空気を求め結核療養施設をはじめ医療施設
が次々に立地するとともに多くの住宅が建設され、それらが雑木林や農地などと共存しながら現
在に至っています。
　わたしたち市民は、このような清瀬市固有の川や農地・雑木林等のかけがえのない美しい自然
と医療・福祉施設の集積を活用しながら、豊かな自然環境と住環境が調和し、だれもが、健康で
安心して快適に住みやすいまちを目指します。
　わたしたち市民は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手
として市民と行政との協働によるまちづくりを行います。
　わたしたち市民は、これまでの清瀬の歴史を尊重し、今後も子どもからお年寄りまでが生涯に
わたり清瀬市で学び、働き、暮らし続けられるまちづくりを自らの手で進めるため、ここにまちづく
り基本条例を制定します。
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先行事例の前文

多
摩
市

　私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊かなまちです。
　私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史
を刻み、文化を育んでいます。
　私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大切なこのまちを、より暮らしやす
くするとともに、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて自ら築いていかなければなりま
せん。
　そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわることが大切
です。
　このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合うとともに、誰もがまちづく
りに参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、それぞれの持つ個性や能力がまちづ
くりに発揮される地域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例を制定します。

西
東
京
市

　西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまちです。
　私たち市民は、これまで両市が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識と経験を
活かし、一人ひとりが輝くまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。
　地域社会に対する市民の参加意識の高揚に加え、地方分権の進展によって、市民と市との協
働によるまちづくりが大きく前進する時代となりました。
　市民が、まちづくりの主役として活躍するためには、市政における市民参加を更に発展させると
ともに、生活者である市民の意向を市政運営に的確に反映できる仕組みをより一層充実させて
いくことが必要です。
　私たちは、このような認識のもと、市との信頼関係に基づく協働を進め、個性豊かで活力ある地
域社会を実現するため、この条例を制定します。

横
浜
市

　市民のニーズが多様化、個別化する中にあって、より豊かな市民生活を築くためには、行政及
び企業の活動のみならず、地域住民組織の活動をはじめ、ボランティア活動など非営利で公益
的な市民活動も加えた多様な主体によって地域の活動が担われる多元的な社会への展開が必
要とされている。
　市民活動は、自発性、柔軟性、独創性といった多くの特性を持っており、本来自主的、自立的
に行われるものであるが、一方で市民活動と行政とが互いにその長所を認め合い、適切なパート
ナーシップの関係を築き、協働した活動を進めることが求められている。
　こうした協働に当たっては、その活動内容などが市民に開かれていることが重要となってくる。
横浜市はこうした市民活動を市民の理解のもとに推進し、市民一人ひとりが豊かに暮らせる地域
社会の実現を目指すためこの条例を制定する。

川
崎
市

　私たちのまち川崎市は、多摩川や多摩丘陵の自然に恵まれ、我が国産業を支える拠点を擁し
た多様な顔を持つ都市として、公害や急速な都市化の進行への対応など、高度成長期の大都市
が抱えた課題の克服に、全市民の英知を結集しながらその歩みを進めてきました。
　今、成長と拡大を基調としてきた社会の仕組みや制度の再構築が求められ、少子高齢社会へ
の対応や地球環境への配慮が求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治と
は何か、市民と自治体の関係や自治体と国の関係はどうあるべきかが問われています。
　私たち市民は、私たち自身が、このような地域社会の抱える課題を解決する主体であることを
改めて確認するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映して行われるよう、その運営に
主体的に参加し、また、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に立って、自律的運営を
図り、自治体としての自立を確保する必要があります。
　こうした市民自治の基本理念を確認し、情報共有、参加及び協働を自治運営の基本原則とし
て、行政運営、区の在り方、自治に関する制度等の基本を定め、市民自治を確立するため、ここ
に川崎市自治基本条例を制定します。
　そして、私たち市民は、人類共通の願いである恒久平和と持続可能な社会が広く世界に築か
れることを希求し、川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重される「活力とうるおい
のある市民都市・川崎」の創造を目指します。
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横
須
賀
市

　明るく住みよい、生き生きとした地域社会を築きたい、自然に恵まれた、美しく健康的な環境を
次の世代に引き継ぎたいというのは、私たち横須賀市民の心からの願いです。
　しかし、時代の大きな変化に伴う市民ニーズの個性化や多様化、社会が直面するさまざまな困
難な課題を考えれば、そうした理想のまちづくりが、一方的な要求や他人任せで実現できるもの
でないことは言うまでもありません。一人ひとりの市民が、まず自分自身が社会のために何がで
きるかという自立精神や公共精神を問い直すことが出発点となるでしょう。そのうえで、個々の市
民、さまざまな市民公益活動グループや団体、企業その他の組織、それに市や関係機関が、相
互にそれぞれの存在意義を理解し尊重し合い、対等の立場で連携、協力し、互いの足りない点
を補いつつ持てる力を発揮する、真のパートナーシップによる「市民協働」がこれからのまちづくり
の基本になると確信します。
　わが国では地方分権が推し進められる一方で、平成10年12月には特定非営利活動促進法が
施行され、市民の公益的活動やNPO(民間非営利組織)に対する期待が大きく高まっています。
　横須賀市民の間でもさまざまな市民公益活動が展開され、その特性といわれる自主性、先駆
性、機敏性、専門性、多様性、地域性、広域連帯性等を発揮した、重要な市民公益活動が行わ
れています。
　横須賀市では、横須賀市基本構想(平成9年3月25日議決)の中に、まちづくりの推進姿勢として
「市民協働によるまちづくり」を位置付け、さまざまな施策を展開しています。
　今後は、市民による自発的な活動や市民公益活動の意義を一層深く認識し、その自主性、自
立性を尊重しながら、節度のあるパートナーシップをもって、市民協働によるまちづくりを推し進め
ることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる個性豊かな地域社会の実現を目指して、ここ
に、この条例を制定します。

厚
木
市

　私たちが暮らす厚木市は、相模川の清流と大山の緑豊かな自然に象徴される素晴らしい環境
に恵まれ、また、先人のたゆみない努力により文化の薫り高い潤いのあるまちとして、発展してき
ました。
　しかしながら、物質的な豊かさを追い求めてきた社会の風潮により、環境に関する様々な課題
が提起され、その一方では、新たな価値観として人々に自然や環境に対する愛着心を育む契機
となりました。
　このような中で、新たな時代に向けた確かな展望を切り開き、だれもが健康で安心して暮らし、
住むことに愛着と誇りを持つことができる郷土づくりに努めることが望まれています。
　そのためには、地方自治の本旨にのっとり、新たな時代にふさわしい仕組みを構築するととも
に、市民が主体となって自らの意思でまちづくりを進め、理想とする姿を希求することが肝要と
なっています。
　このような認識を踏まえ、市民の参加の下、厚木市の目指すべきまちづくりの理念及び基本的
な事項をここに明らかにするとともに、市、市民、事業者それぞれが、自らの役割と責任を自覚
し、連携、協働して、まちづくりを進めることを決意し、ここにこの条例を制定します。

大
和
市

　大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞれの立場で理想を追求することで、地域社
会の発展に努めてきました。
　21世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、培ってきた文化、守り育ててきたかけがえ
のない自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性豊かな地域社会を実現していく
ためには、自治の担い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を結集し、役割を分担し、
それぞれの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。
　そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市民とその信託を受けた市
議会、市長との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら
定めることが必要です。
　「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市では、市民一人ひとりが個人として尊重され
ること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自治の基本理念とし、安全で安心し
て暮らせる社会の実現に向けて努力を重ねていかなければなりません。
　ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治
基本条例を制定します。
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先行事例の前文

柏
崎
市

　私たちが暮らす柏崎市は、三階節で謳（うた）われた米山と、黒姫山、八石山の刈羽三山に囲
まれ、一方日本海に面した海岸線は、変化に富む福浦八景や砂丘地が続く、海と山の自然に恵
まれた美しく豊かな地域です。この自然の恵みと、歴史に育（はぐく）まれた伝統文化は、市民の
生活に潤いと心の安らぎを与え、先人の英知と努力はその時代にふさわしい産業を興し、地域の
生活基盤を築いてきました。エネルギー産業都市、人を育てる学園都市、私たちは今、その発展
したにぎわいのまちに住んでいます。
　新たな分権型社会を迎えるに当たって、私たち柏崎市民は、この地の自然と歴史を踏まえつ
つ、さらなる自治の精神を発揮して、個性豊かで活力に満ちた地域社会をつくりあげていくことが
求められています。
　そのためには、自らの責任において主体的に自己決定を行い、自治の主役として積極的に行
政に参加することで、市民と市が相互に補完しつつ、協働してよりよいまちづくりを推進していくこ
とが必要です。
　ここに、私たちは、柏崎市のまちづくりを方向づける基本原則を掲げ、市民と市それぞれの役割
と責任を明らかにするため、柏崎市の最高規範として、この条例を定めます。

羽
咋
市

　羽咋市は、能登半島の入り口に位置し、海と山の豊かな自然に恵まれ、古来より歴史と文化を
大切に受け継いできました。これらの恵まれた自然環境と伝統ある文化を暮らしに生かしなが
ら、すべての市民が安心して快適に住むことができるよう市民主体によるまちづくりを進めていく
必要があります。
　私たちは、市民と市との話し合いの中から、市民一人ひとりが自ら考え、共に行動し、力を合わ
せてまちづくりに取り組むことが重要であると認識しました。
　ここに、羽咋市のめざす市民自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、市民と市が協働によ
りまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

武
生
市

　武生市の豊かな自然環境は、わたしたちの生活に安らぎと潤いをもたらし、先人の英知と努力
は、地域に産業を興し、輝かしい伝統や文化を培ってきました。
　わたしたち市民は、この郷土を、希望を持って学び、働き、そして新しい命を育み、幸せに暮ら
すことができるまちとして発展させるとともに、日々の暮らしにおいては環境に配慮しつつ、将来
にわたり持続可能な社会を目指さなければなりません。
　市は、これまで、情報公開、個人情報保護、循環型社会の推進、男女共同参画や地域自治振
興をはじめとする諸制度を整えながら、市民とともに考え行動していく協働の芽を育ててきまし
た。
　いま、社会の変革と分権型社会への移行とともに、自治体の役割と責任が拡大し、市民にあっ
ても、自己決定・自己責任のもとに自らがまちづくりの担い手となる新しい自治の在り方が求めら
れています。
　わたしたち市民は、多様な社会経験と創造的な活動を生かし、ひとりの市民として、また組織の
一員としてまちづくりにかかわる中で、市民自治を確立しなければなりません。
　こうした認識のもと、一人ひとりの人権が尊重され、人と自然と都市の活力が調和した住みよい
まち武生を市民の自覚と行動により築き上げることを決意し、ここに武生市自治基本条例を制定
します。
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先行事例の前文

岡
谷
市

　私たちの住む岡谷市は、諏訪湖に面し、湖と四季を彩る山々に囲まれた風光明媚な自然に恵
まれたまちです。
時代が移り変わっても、ものづくりのまちとして発展してきていますが、それを支えているのは、こ
のまちに住む人々の先見性とたくましい起業家魂であり、今後も、こうした伝統の精神を大切にし
て、ものづくりを中心に豊かな産業を基盤とした活力のあるまちを築いていくことが必要です。
　あわせて、恵まれた自然と景観を活かしたまちづくり、歴史に学び人と文化を育むまちづくりな
ど、岡谷市民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、あたたかい心でまじわり、魅
力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちをつくっていくことが求められて
います。
　そうしたまちづくりの主役は、私たち市民です。市政への市民の参加をさらに進め、市民と岡谷
市が手を携えてまちづくりに取り組んでいくことが大切です。地方分権が進展する中で、自己決
定、自己責任の原則のもと、個性豊かな特色のあるまちづくりを市民と岡谷市の協働により推進
しなければなりません。
　私たちは、このような認識のもとに、市民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より一層の推
進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるわくわくするまちを目指して、この条例を制
定します。

東
海
市

　東海市は、知多半島の西北端に位置し、比較的温暖な気候に恵まれ、名古屋南部臨海工業地
帯の一画を担いながら知多地区の拠点都市としての役割を果たしており、元気あふれるまちを目
指す、輝かしい未来を持つまちです。
　私たちは、この東海市を、市民ニーズの多様化、産業構造の変化、地方行政の役割変化など
に対応しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会として実現することを共通の願いとして持っ
ています。加えて、次世代に責任あるバトンタッチを果たすことも市民の大切な責務であると考え
ています。
　新世紀にふさわしいまちづくりは、市民の持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に生
かし、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及
び協力して進めることを基本とします。
　このような認識の下に、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確
立するとともに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、協働・共創によるまちづくりを進める
ため、この条例を制定します。

京
都
市

　１２００年を超える歴史の中で，京都は，世界に誇るべき「都市の自治」をはぐくみ，自治の伝統
に培われた市民の多様な活動及び市政への参加により，自立性の高い活力あふれるまちとして
発展してきた。
　２１世紀においても，京都が有する多様かつ豊かな蓄積を輝きに変え，個性豊かな魅力あふれ
るまちとして，京都が発展し続けるためには，事業者，市民活動団体等を含むすべての市民が，
その持てる力を存分に発揮し，地域社会の一員として，自覚と責任を持って，まちづくりを進める
とともに，市政に積極的に参加し，協働の成果を挙げることが必要である。
　本市は，代表民主制を基本とする地方自治制度の下，市民の市政への参加と市民による自主
的なまちづくりについて，これらを市政運営の基本原則とし，基本理念を定め，並びに本市及び
市民の責務を明らかにするとともに，多様な参加の機会を確保することにより，本市と市民との
パートナーシップに基づく市政の推進を図り，もって豊かで活力ある地域社会を実現することを決
意し，この条例を制定する。
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先行事例の前文

岸
和
田
市

　私たちは、茅渟の海から和泉葛城の山に至る美しく豊かな自然に対して深い愛着を抱いていま
す。青い海と空をこよなく愛し、水の恵みと大地の実りへの感謝の気持ちを忘れず、その源となる
山々への畏敬の念を胸に強く刻み込んできました。
　私たちのまちは、この恵まれた地勢をいかした農業や林業、水産業を中心としながら、一方で、
地場産業を育み、工業化を進め、都市として発展してきました。
　また、城下町としての歴史と伝統が息づき、だんじり祭りをはじめとした伝統行事や民俗文化が
継承されてきています。
私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきたこれらの自然と、おこし育ててきた産業や伝
統、培われてきた文化を受け継ぎ、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
　これらを礎としながら、平和を願い、次代を担う子どもたちを育み、それぞれの責任と役割を自
覚し、助け合いながら、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人権を尊重する
豊かなまちづくりに取り組んでいきます。
　私たちは、市民が自治の主体、市政の主権者であることを認識し、自らの地域は自らの手で築
いていこうとする意思を明確にし、自ら考え、行動することで、常に安心していつまでも住み続け
ることができる、個性豊かな持続性のある地域社会、すなわち「市民自治都市」の実現を目指し
ます。
　今、ここに「市民自治都市」を実現していくための基本原理として岸和田市自治基本条例を制定
します。

箕
面
市

　私たち箕面のまちづくりは、まちの個性をつくり出し、真に豊かに暮らせるような地域社会を実
現することです。それは、多様で多元的な選択肢のある社会であり、市と市民や事業者がその責
務と役割に基づいて協働し、連携していくことによつて達成されます。
多様な価値観をもつた人々の複雑かつ多岐にわたる地域のニーズに対して、これまでの諸制度
では、応えきれない状況を生みだしています。こうした社会状況を切り開くものとして大きな期待
を寄せられているものに、市民の自由で柔軟な発想による営利を目的としない社会貢献活動が
あります。
　これまで、専ら市が担つてきた公共の分野において、市民の自発的で自主的な意思による社会
貢献活動を行う非営利団体が社会サービスの供給主体として、確固たる事業を行うことが求めら
れています。また、これらの非営利団体による社会貢献活動は、地域社会でさまざまな思いを持
つ人々に生きがいのある魅力的な活動の場を提供することにもなります。
　こうした社会を実現するためには、まちづくりの主体である市民が、自らの意思で、さまざまな課
題の解決に取り組んでいく社会貢献活動を、市と市民や事業者がそれぞれの役割を尊重しなが
ら協働して支え、促進していくことが大切です。
　私たちは、このような市民の社会貢献活動の意義を確認し、その健全な発展を促進することに
より、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせるような地域社会の実現をめざすことを決意し、この条
例を制定します。
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先行事例の前文

神
戸
市

　本市では，基本構想の下，協働の理念に沿って，市民主体のまちづくりを積極的に進めてきて
いる。特に，平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として，新たな市民主体の活
動が芽生え，市民と市とが一体となり，着実に復興の歩みを進めてきている。その中で，人と人と
のつながりとともに，市民一人ひとりが自律し，地域社会の一員としての自覚を持つ必要がある
こと，更に，地域における身近な課題を解決していくためには，地域における市民の知恵と力と
が必要であることを深く認識することとなった。
　一方，21世紀の成熟社会を迎え，少子高齢社会の進行，国際化及び情報化の進展，地球規模
での環境問題の深刻化など社会経済情勢の変化がより一層進んでいる。また，地方分権が進展
する中，地域が主役となり，地域の特性に応じた自己決定及び自己責任の原則に基づく地方公
共団体の運営が求められている。加えて，本市の財政は，阪神・淡路大震災による被害及び長
引く構造的な不況の影響により厳しい状況となっている。
　こうした状況の中，ますます複雑多様化する市民の需要及び新たな地域の課題に対応し，一人
ひとりの市民が主役のまちを実現するためには，これまで以上に，市民と市とが，お互いの役割
を尊重し，共に課題解決に協力して取り組む関係（以下「パートナーシップ関係」という。）を築き，
共に考え，共に汗を流す，協働と参画のまちづくりを進めていくことが，極めて重要となっている。
　市は，より一層市民の視線で物事を考え，市政の透明性の確保及び市民に説明する責務を果
たすべく情報の公開及び提供に努め，市民と市との新たな役割分担を構築する必要がある。
　一方，市民は，まちづくりの主役としての自覚を持ち，自ら考え，行動する必要がある。その際，
個人としての活動はもとより，地域の組織としての活動が有効であること，加えて，様々な地域組
織，ＮＰＯ等がゆるやかに連携することが，地域の活動を活発化するとの認識が重要である。
　こうした認識の下，多くの市民の思いに応え，市民と市による協働と参画のまちづくりに基づく，
市民の知恵と力が生きる地域社会を実現するため，この条例を制定する。

伊
丹
市

　地方分権の一層の推進によって訪れる新たな時代，地方主権時代にふさわしい都市の豊かな
個性や魅力を創出するとともに，すべての市民が伊丹のまちに住むことを誇りとし，いきいきと活
動でき，生きる喜びを共に感じられる成熟都市を創造していかなければなりません。
　その基盤は，自治の主権者である市民一人ひとりが市政に関心を持ち，自らの意思によってま
ちづくりに参加する，あるいは，自らがまちづくりの担い手となって活動するという，自主・自律の
精神によってつくり上げる市民自治にあります。
　市民も市も，これまでのまちづくりに対する意識を改革し，まちづくりの機軸を行政主導から市
民の参画と協働へと大きく転換していかなければなりません。
　この市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには，市民も市も，異なる立場や考え方をお
互い理解し合いながら，対話を重ね，合意に向けて努力を積み重ねるという熟議を行うことが重
要です。
　この熟議を基本に，先人が永年培ってきた歴史，文化，風土や良好なコミュニティを土台とし
て，市民と市が，パートナーシップを確立し，適切に役割と責任を分担し，補完し合い，協力して，
まちづくりに積極的に取り組むことが大切です。
　こうした市民の参画と協働によるまちづくりを推進し，力強い市民自治を実現するために，この
条例を制定します。

宝
塚
市

　宝塚市は、武庫川の清流と六甲・北摂の豊かな山なみに象徴される素晴らしい自然環境に恵
まれ、また、この豊かな自然環境と先人が培ってきた歴史と文化の息づく都市の景観が調和した
美しいまちとして知られています。
　私たちは、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、この美しい宝塚が「住み続けた
い、訪れてみたいまち」となるようにしていかなければなりません。
　そのためには、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確立すると
ともに、生活者である市民の立場からまちづくりを進めていかなければなりません。
　また、まちづくりは、市民と市の協働を基本とし、市民の持つ豊かな創造性、知識、社会経験等
が十分に生かされることが必要です。
　このような認識の下に、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、協働のまちづくりを進める
ため、この条例を制定します。
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高
知
市

何でまちづくりをするが。
みんなあにとって，「のうがえいまち」にしたいき。
なんかあったときに，すっと助け合える関係でおりたいき。
このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。
悩みを共有したいし，喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんなあ目指すところは一緒ながよ。
市民同士，市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。
みんなあでまちづくりができるようになったらえいと思わん。
ほんで，この条例をきおうてつくったがよ。
どう，まちづくり一緒にやろうや。
（訳文）
なぜまちづくりをするのでしょうか。
みんなにとって，「居心地のいいまち」にしたいから。
何かあったときに，すぐに助け合える関係でありたいから。
このまちに住んでいて良かったと思えるようになりたいから。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思っています。
悩みを共有したいし，喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんな目指すところは同じなのです。
市民同士，市民と行政がうまくつながったらいいね。
みんなでまちづくりができるようになったらいいと思いませんか。
それで，この条例を想いをこめてつくりました。
さあ，まちづくりを一緒にやりましょう。

鹿
児
島
市

　鹿児島市民は、美しい自然と豊かな歴史、そして薫り高い文化が育んだ、わがまち鹿児島市に
誇りと愛着を抱き、市勢の限りない発展のため、すすんで市政に参画することを希求しています。
　地方自治の目指すものは、住民自治を基本にして、住民参加のもと、住民の意思が反映される
行政を行うことであります。
　鹿児島市は、このことを踏まえ、市政に関する情報をすすんで公開して、市民と共有することに
より、さらに開かれた市政を行い、市政に対する市民の関心と意欲を高め、市民と協働するまち
づくりを推進します。
　ここに、市民参画の基本的な理念を明確にし、市政に対する市民の参画をさらに推進するた
め、この条例を制定します。

ニ
セ
コ
町

　ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を
迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の
心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。
　まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち
町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
　わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこ
びを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

会
津
坂
下
町

　私たち町民は、私たちと未来の子供たちのために温もりに満ち、共に生きて暮らすことに喜びを
感じられる町を創りたいと願います。
　私たちは、互いの人権を尊重し支え合う地域社会の基本を大切にし、まちづくりのしくみを、いっ
そう実効あるものにしていく日々の努力を惜しみません。そして、先人の自主の心と献身の姿に
学び、互いに信頼し高め合い、まちづくりの歩みを進めていきます。
　このような決意に基づき、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を
制定します。
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南
河
内
町

　南河内町は、白鳳文化の栄えた時代から平安時代にかけ、日本三戒壇の一つ下野薬師寺戒
壇院があったことなど史跡に富み、関東・東北各地より人材が集った歴史のあるまちです。近代
になると、街道沿いの集落に沢山の店が軒を連ねていました。このように、わたしたちのまちは、
古くから人が集りにぎわいのあるまちでした。
　長い年月と、歴史的変遷を経た現在の南河内町は、由緒ある歴史を伝えてきた人々の子孫と
して、ここで生まれ育った人たちと、ニュータウン等の開発により、日本全国から快適な暮らしを
求めて移り住んできた人々が、共に暮らす緑豊かなまちです
　そして、農業をはじめとした、生活を支える産業と、自治医科大学を中心に充実した医療や教
育・文化が融合し合う、安心で、未来へ夢膨らむまちです
　このめぐまれた南河内町の環境をいつくしみ、ここに暮らす喜びを分かち合い、誇りと自信を
持って、次世代に引き継いで行くためにも、わたしたちは、自らの手で、自らの責任で、主体的に
まちづくりにかかわっていくことが必要です。
　よって、住民主体のまちづくりの実現に向けて、南河内町の住民・議会・行政がそれぞれの役
割を自覚し、権利と責任を明らかにし、住民の参画を確かなものにするため、南河内町まちづくり
基本条例を制定します。

大
平
町

　わたくしたちのまちは、風光明媚な県立自然公園太平山に連なる山々に抱かれた、みどり豊か
なまちである。長い歴史と伝統にはぐくまれたこのまちを心から愛し、このまちに暮らし、このまち
に活発な産業を興し、このまちを今日の姿に築き上げた先人の英知と労苦の歩みを、わたくした
ちは、誇りに思う。
　今日、わたくしたちの国は、地方分権の進展、急激な少子・高齢化、高度情報化社会の到来な
ど、時代の大きな転換点に差し掛かっている。この時代の節目を迎え、自らが考え、自らが決定
し、自らが行動するまちづくりこそが、わたくしたちのまち大平らしさを未来へと伝え、先人から受
け継いできた文化や伝統を次世代に引き継ぎ、美しい自然を守り、地域の活力を高めることにつ
ながるとわたくしたちは信じる。
　この条例は、わたくしたち町民による、わたくしたち町民のための自治の実現に向けて、わたく
したちが、自らの未来を自らの創意と工夫によって切り開こうとする決意の表明である。
　ここに、わたくしたち町民が、町政の主権者であり、まちづくりの主体であることを宣言し、わたく
したちは、不断の努力によって、人類共通の願いであるわたくしたち一人一人の基本的人権が尊
重されるまちづくりに邁進することを誓い、この条例を制定する。

鳩
山
町

　鳩山町は、活力ある地域社会を形成するため、町民参加のあり方を積極的に検討し、町民主
体のまちづくりの推進に取り組んできました。
　この歩みをさらに大きくし、確実なものにしていくためには、地方分権の時代における新たな自
治を確立するとともに、生活者である町民の視点からまちづくりを推進していくことが必要です。
　このような認識の下に、町民と町がまちづくりの基本理念を共有し、相互の協働により活力と温
かさにあふれるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。
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愛
川
町

　私たちのまち愛川は、首都近郊に位置しながら、清らかな川や山々のみどりをはじめとした自
然に恵まれ、人間性豊かな歴史や文化を育んでおり、自立した町として着実に発展してきまし
た。
　そして、今、私たちを取り巻く環境は、国際社会の発展や少子高齢社会の進展、地球環境問題
の発生、高度情報社会の到来など、さらに大きく変貌を遂げようとしています。
　こうした状況の中、私たちは、私たちのまちを、将来にわたり、これまで培ってきた愛川のよさを
活かした真に住みやすいまちとして維持、発展させていかなければなりません。
　そのためには、地方分権の流れを的確にとらえ、「地域のことは地域の責任で決める」ことを基
本に、地方自治をさらに充実させる必要があり、地域の主権者である町民、議会、町の三者がそ
れぞれの責任を認識し、相互に協力するとともに、国、県や他の市町村と連携して時代に即した
地域社会の形成に努めなければなりません。
　本町では、これまでも町政の運営に当たっては、町民の参加を得ながら進めてきました。今後
は、緑水環境都市の形成、安心して住める住環境の整備、保健福祉活動の推進、生涯学習・文
化活動の充実、多彩な産業の活性化などを図るため、広報広聴活動の充実により情報の共有を
推進し、さらに多くの町民の積極的な参加を得ながら、より一層三者の協働を深めていく必要が
あります。
　このような認識に基づいて、本町における自治運営の基本原則を明らかにするとともに、町民、
議会、町がよりよい関係の下、愛川のよさを活かした自治を確立するため、ここにこの条例を制
定します。

吉
川
町

　信仰の山、尾神岳が町の東部にどっしりと座っています。汚れのない大気に包まれて、森林が
あり、田畑が広がっています。いくつもの小さな流れが集まり、吉川となって、やさしく流れていま
す。この空間で、さまざまな昆虫が棲み、小鳥がさえずり、野草が花を咲かせ、そのほかたくさん
の野生生物が人間とともに生きています。どこにでもありそうで、世界に一つしかない農村風景が
人々の心を和ませてくれる。これがわたしたちの住む吉川町です。
　吉川町は、近世からの酒造りと優れた杜氏の輩出で全国に知られていますが、新潟県自由民
権運動の発祥の地として、民主主義の伝統があることもわたしたち住民の誇りであり、財産で
す。県内で初めて集落段階からの積み上げ方式で策定した町総合計画や集落を基礎とした行政
懇談会は、住民参画を重視したまちづくりの取組みとして先進的なものです。
　２１世紀を迎えた今日、わたしたち住民、議会及び町は、先人が築いてきた歴史と文化を引き
継ぎ、住民一人ひとりを大切にし、みんなで協力し合い、助け合う協働のまちづくりを行います。
吉川町は人口５，６００人の小さな町です。しかし小さいからこそ、住民一人ひとりの顔が見えま
す。住民が主役の、きめ細やかなまちづくりができます。
　このような認識のもとに、わたしたち住民、議会及び町は、顔の見える規模の自治体としての利
点を生かし、まちづくりの基本理念と目標を共有し、協働のまちづくりをすすめるため、この条例
を制定します。

関
川
村

　関川村は、自然や資源の豊かな村です。長い歴史のなかで、先人たちは苦難と努力によって
今日の豊かさを培ってきました。
　私たちは、先人が与えてくれた恵みを基礎として、住んでいる人々が自信を持ち誇れる村にす
るため、一人ひとりが知恵を絞り汗を流してその実現に向けて立ち上がります。
　私たちは、行動の指針として関川村村民憲章（平成10年3月17日制定）を掲げ、その推進に向
けて努力します。
　私たちは、ここにむらづくりの基本を明らかにするため、この関川村むらづくり基本条例を制定
します。
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生
野
町

　播磨と但馬の国境に位置する生野は、分水嶺として豊かな自然に恵まれ、古くから生野銀山と
ともに発展し、明治22年（1889年）の町制施行から今日に至るまで独立独歩を貫いてきたまちで
す。
　江戸時代には幕府の直轄地として財政を支え、明治にはフランス人技術者とともに近代日本の
礎を築き、その後も日本の経済発展に大きく貢献してきました。また、全国各地からたくさんの
人々が行き交う中で、“人みなともに和する”という偕和（かいわ）の精神のもとに多様な文化が融
合し、現在でも産業、教育、生活習慣、町並みなどにも生野独自の文化が脈々と息づいていま
す。
　生野町では全国における真の住民自治実現へのパイオニアとして、地域づくり生野塾をはじめ
とする協働のまちづくりが行われており、町民一人ひとりが自己責任のもとに行動しようとする意
識が高まっています。
  先人から受け継いできた生野の文化を将来へ伝えていくためにも、過去を知り、今を学び、未
来を考える中で、生野町民としての夢・希望・誇りに満ちた生野らしいまちづくりを推し進めていく
必要があります。
  ここに私たち生野町民は、偕和の精神を持って、一人ひとりの基本的人権を尊重し、国籍、年
齢、性別等に関係なく、町民が共にまちづくりに参画し、考え、行動しながら、町民自らによるまち
づくりを実現するために、この条例を制定します。
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